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高石市教育委員会定例会会議録

（令和７年１２月定例会）

開会及び閉会の年月日時

会議に出席した者の職及び氏名

議題及び議事の要旨及び議決事項

・議案第１号 令和８年度高石市立小中学校教職員人事基本方針及び取扱い上

の留意事項の策定について

開 会 令和７年１２月１０日 午後４時３３分

閉 会 令和７年１２月１０日 午後４時５０分

委 員 教 育 長 ： 山 本 圭 作

委 員 ： 佐 野 慶 子

委 員 ： 西 村 陽 子

委 員 ： 吉 村 文 一

委 員 ： 西 村 朋 恵

事務局職員 参与併教育部理事 ： 山 本 富 之

教 育 部 長 ： 石 坂 秀 樹

教 育 部 次 長 兼

社 会 教 育 課 長 ： 沼 守 政 光

教 育 部 次 長 ： 石 栗 雅 彦

教 育 部 次 長 ： 山 﨑 陽 子

教育部こども未来室長 ： 家 村 美 雪

教 育 総 務 課 長 ： 吉 村 智 博

学 校 教 育 課 長 ： 菅 原 庸 晴

教育総務課長代理 ： 水 谷 亘

社会教育課参事兼

課 長 代 理 ： 舩 冨 学

学校教育課参事兼

教育研究センター所長 ： 黒 井 将 典

学校教育課長代理 ： 山 川 喜 三

こ ど も 家 庭 課 長 ： 乾 直 史

子 育 て 支 援 課 長 ： 米 山 秀 公

学校教育課長 議案第１号「令和８年度高石市立小中学校教職員人事基本方針及び

取扱い上の留意事項の策定について」説明します。

本議案は、高石市教育委員会通則第２条第１項第４号の規定によ

り、本定例会で議決いただきたく提案しました。

２ページから７ページに（案）を示しています。

今年度の修正点については、８ページから 14 ページの新旧対照表

のとおりですが、１点目は、全体的な修正として、文末が「何々す

る。」という表現と「何々すること。」という表現が混在していまし
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・報告第１号 令和７年度第１回社会教育委員会議 会議録について

・報告第２号 教育委員会の後援等に関する報告について

・報告第３号 教育委員会関係諸行事等の報告について

たので、すべて「何々する。」という表現で一律整理しています。

２点目は、「令和７年度」を「令和８年度」に変更しています。

内容については、11 ページの最下部の②に記載している異動年限

に関わる箇所を変更しています。２校目以降に異動する者は、昨年度

の方針では、「現任校において５年以上勤務する者については、９年

を目途として」行うものとしていましたが、今年度の方針では、「現

任校において４年以上勤務する者については、８年を目途として」異

動を行うものと変更しています。

本市としては、この基本方針及び取扱い上の留意事項に基づき、教

職員の人事については、引き続き人材育成を図り、各学校において

は、教職員の年齢別、性別等の構成状況を検討するとともに指導力、

人間関係等も配慮し、それぞれの学校に適合する教職員を配置したく

考えています。

５ページ以降の留意事項に沿って、新規採用後、同一校に４年以上

勤務する者については、６年を目途として、その教育経験を豊かにさ

せるため計画的な異動等を行います。また、現任校において、４年以

上勤務する者については、８年を目途として、計画的に異動等を行い

ます。さらに、校長及び教頭の人事については、年功序列、性別、学

歴等にとらわれることなく、広域的な人事交流に十分配慮しつつ、指

導力、適正等を勘案して配置していきたいと考えています。

採決 可決

次長兼

社会教育課長

報告第１号「令和７年度第１回社会教育委員会議会議録について」

報告します。

本報告は、令和７年 11 月 25 日午後１時 25 分から市役所別館１階

会議室 111 において、令和７年度第１回社会教育委員会議を開催しま

した。

案件としては、社会教育主要事業の報告を行いました。

委員の皆様からは、高師浜総合運動広場照明設備改修工事の進捗状

況、高石小学校の校庭開放事業の進捗状況、カモンたかいしの指定管

理者の自主事業について、部活動の地域展開等について、意見をお伺

いしたところです。

山本教育長 報告があったものとして処理します。

教育総務課長 本報告は、高石市教育委員会の後援等に関する規程第２条第１項の

規定に基づき処理したものについて、同条第２項の規定により、19

ページ記載の社会教育課４件の報告をするものです。

山本教育長 報告があったものとして処理します。

各所属長 令和７年 11 月 19 日から令和７年 12 月９日までの当委員会関係諸

行事について説明。

山本教育長 報告があったものとして処理します。


